
 

     答申書（素案） 

１ 総括的事項 

（１）当該事業は、既存発電設備を高効率な設備へ更新する計画であるが、事業の実施にあ

たっては、周辺の環境に十分配慮するとともに、事業の影響を受ける関係地域の住民へ

丁寧な説明を行うこと。 

 

（２）煙突高さや配置について複数案を設定しているが、方法書以降の手続きにおいてこれ

らを確定する際は、その根拠を明らかにすること。 【資料２－No.８】 

 

（３）同時期に事業実施想定区域周辺でバイオマス発電施設の建設が予定されているため、

方法書以降の手続きにおいては、複合的な影響についての予測・評価を行うよう努める

こと。 【資料２－No.８】 

 

２ 個別事項 

（１）大気質について 

事業実施想定区域周辺の気象データ及び特殊気象条件を踏まえたうえで、適切な予測・

評価を行うこと。 【資料２－No.４、No.８】 

 

（２）水環境について 

当該事業は冷却水量の減少等により環境負荷を低減する計画としているが、排水の排出

先である新潟東港の海域はＣＯＤの環境基準が未達成であることから、取放水の流動に伴

う海水の移動等を踏まえ、当該水域の水質及び動植物への影響について適切に予測・評価

すること。 【資料２－No.３】 

 

資料４ 



 

（３）動物について 

事業実施想定区域において、環境省が絶滅危惧ＩＡ類に指定しているチゴモズが確認さ

れていることから、方法書において調査の方法を示し、事業の実施に伴う影響について適

切に予測及び評価を行うこと。【資料２－No.１】 

 

３ その他事項 

環境影響評価方法書の作成にあたっては、文章や図の作成において工夫し、わかりやす

い図書となるよう留意すること。 


